
生駒市条例第７号 

生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

平成１９年３月２８日 

生駒市長 山下 真  

 

生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年７月生駒市条例第２３

号）の一部を次のように改正する。 

第７条第３項中「のうち２人まで」を削り、「、それぞれ」を「１人につき」

に改め、「、その他の扶養親族については１人につき５，０００円」を削る。 

第１４条の２第１項中「に基づき、管理職手当を」を「により、その者の属す

る職務の級における最高の号給の給料月額の１００分の２０を超えない範囲内の

額を管理職手当として」に改め、同条第２項及び第３項を次のように改める。 

２ 前項の規定により管理職手当を支給する職員には、第１０条から第１２条ま

での規定は、適用しない。 

３ 第１項の規定による管理職手当の支給額その他管理職手当の支給に関し必要

な事項は、市長が規則で定める。  

 第１５条第５項中「給料月額に１００分の２０を超えない範囲内で市長が規則

で定める割合を乗じて得た額」を「その者の属する職務の級における最高の号給

の給料月額の１００分の２０を超えない範囲内で市長が規則で定める額」に改め

る。 

第１８条第２項中「満３年」を「満２年」に改め、同条第３項中「満３年」を

「満１年」に、「１００分の７０」を「１００分の８０」に改める。 

附 則 



（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例

第１８条第２項又は第３項に規定する事由に該当して休職にされている職員で

この条例の施行の日以後も引き続き同一の事由により休職にされるものの当該

休職の期間中の給与の取扱いについては、なお従前の例による。 

 （生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正

） 

３ 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成１８

年３月生駒市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  附則第１０項中「第１４条の２第２項及び」及び「、給与条例第１４条の２

第２項中「給料月額」とあるのは「給料月額と生駒市の一般職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例（平成１８年３月生駒市条例第３号。以下「

平成１８年改正条例」という｡)附則第７項から第９項までの規定による給料の

額との合計額」と」を削り、「「給料月額と平成１８年改正条例」を「、「給

料月額と生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平

成１８年３月生駒市条例第３号）」に改める。 


